
PO法人冒険遊び場の会 役員報酬規程

1.目 的

この規程は、NPO法人冒険遊び場の会 定款第 16条に基づき、役員報酬について、基本

事項を定める。

2.報酬

役員の総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を支払うことができる。

(1)報酬の額は月額とし、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

(2)役員に就任した月から、報酬を支払 うことができる。

(3)役員が退任、または死亡した場合は、その月分の報酬を支払うことができる。

3.報酬の支払日

役員の報酬の支払いは、職員給与の支払日に準ずる。

4.報酬の支払い

役員の報酬は、その金額を原則として給与振込にて支払う。ただし、法令または規程に基

づき、役員の報酬から控除すべきものがある場合には、その役員に支払 うべき報酬の金額

から、その金額を控除して支払うものとする。

付則

本規則は、平成 28年 10月 1日 より施行する。



PO法人口険遊び場の会 職員綸与規種

第 1条 総則
この規程は、当会にて就業する.常勤正規職員、アルハ・イト職員、パー ト職員の給与等の支
払いについて定めた規程である。

第2条 綸与の決定

議員の給与は、代表がこれを定め、前年度理事会で承認を得て決定する。

第 3彙 給与の算出

給与の算出は、契約時に取り交わす雇用条件を示した雇用契約にもとづき、就業形態に

沿つて、月額契約、時給契約、その他関連諸法の定めによつて給与を算出する。

第4彙  諸手当

業務の種類によつては、基本綸の他に、必要な手当を定めてこれを支払うことができる。

第5彙  法定福利および澤泉繊収

法定福利および源泉徴収については、関連法規および施行令規則等に定める規程にそつ

て給与から控除することによりこれを実施する。

第6彙 (綸与計算期間と支払い日)

給与は、原則として当月 1日 より月末の就業分について集計し、翌月25日までにこれ

を支払う。

第7彙 く綸与の支払方法)

給与は、原則として給与撮込にて支払う。臨時雇用者等は、この限りではなく、現金に

より、直接本人に支払う。

第8彙 (実費の弁済・仮払い精算)

法人の業務を遂行するために必要な実費を仮払いした場合には、相応の実費を証明する

明細または帳票と引き替えに、すみやかにこれを支払う。

第9彙 く実費の弁済・前払い精算)

また、必要な場合には、事前に必要とみなされる部分について先議し仮払いを行い、後日

精算することも可能とする。

第 10彙 (その他)

当規程に定めのない事項については、関連法規および施行令規則等に定める規程にそつて

双方が減意を持つて協議して雇用契約を定めることとし、理事会の承認を得て発効する。

付則

ホ規則は、平成 28年 10月 1日より施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3 に定める事項を した

法人名 特定非営利活動法人 冒険遊び場の会 事 業 年 度 R2年 4月 1日 ～R3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

該当なし

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)そ

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 465,000円

賛助会員受取会費 178,OЮ O円

受取寄付金 739,850円

冊子・活動報告書売上収入 13,000円

その他売上収入 226,912円

遊び場普及活動収入 320,232円

フ
°
レイリツ ―゙講習会参加費 60,800円

国分寺市プレイステーション運営事業費指定管理費 20,085,634円

国分寺市プレイステーション親子ひろば運営事業費指定管理費 9,430,549円

国分寺市東部地区拠点親子ひろば事業運営事業費 12,219,066円

国分寺市こくぶんじ青空ひろば運営事業費 5,226,555円

国分寺市協働研修運営事業費 256,972円

国分寺市コロナ対策委託金収入 1,250,000円

受取利息 82円

その他収益 33,120円

50,505,772円

劇L
l日 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

ノゝ
口 計 円



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及

に係る料金及び条件等

役務の提供に係る

料 金

500

円

円

条  件  等

円

円

円

円

円

円

円

譲 渡 資 産 の 内 容

令和 1年度活動報告書

料 金

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 条  件  等

該当なし

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

らヽ までの との|ロ

(1)収益の生ずる取 |の 5者

(2) 用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 31 内 容 等

20,085,634円 指定管理費

12,219,066円 委託費

9,430,549円 指定管理費

5,226,555円 協働事業委託費

1,250,000円 委託費

取引金額 取 弓1 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地

事務所賃借料437,900円

434,970円 保険代

360,000円 役員報酬

282,480円 車両リース代

270,600円 事務所賃借料

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

通年

22,000円

0労働保険関係の手続

き書類の作成と提出

・各保険料の変更に伴

う情報提供

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるもの の氏名並びにそ 日

5 給与の総額,等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

42人 38,952,738円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出した寄附金に関す [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

実  施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 日琶厘豆園國2日E園亜蔓亜□ チッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

○

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

③l各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

②

割 合

(②÷③

① ③

④

令和 2年 4月 1日～令和3年 3

月 31日 7人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人

人

人

% 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である 0 ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条1関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 靱 鋤

∝意申①

・認定基準等チエック表 (第 3コ)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても融 び添付

する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程簿提出:日罵)に配載した事項について、

改めて記載する必要はありません。



第 3 (りOD

∝意1申D
認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬観胆簿提出:日目)に配載した事項について、改

めて配職する必要はありません。

エ

項
日

【 ④ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は,ヽ

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

Qリ
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ④ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無

′
申
ヽ

有く避リ 有・無 有・無 有 。無 有・無 有 。無

ハ

項    日 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の RD」 から 口◎」欄には、
`難

神|1掟期間の各事

業年度 (又は各年)を調載しま・九

第3表付表 1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

:ま 「定款 (又は会貝0第○条に正社員の表決権 (又は議

決湘Dは平等に一票を与えると規定」のように記載しま

丸

)\Detil 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上記イに記載する

各期間 (「④」から い◎」)を示したもので九

① 子会計について,公日会計士又は盟空

法人α増臣奎を受けている」の「はいL
l二_[Ωl_1`」:ョ:口[倉世二!ユ饉:菫:匡型1■:と11,

■墜KE盪=
② i帳廟口勲冽網け、取引のヨ燎及

(■腱m的籠解

“

,椰幣を1貯色申告法人l●●

堕輩全旦菫=菫壁量量2地塵墾

幽盛迦壺國拠基盤茎型墜
]贔 _

じて行つている」d) l'l*t,\t [c rol

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」については、上誇イに講 る

各期間 (5④」から「◎」)を示したもので九



法人名
特定非営利活動法人 冒険遊び

場の会
③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 7人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

武藤 陽子 理事 ○

第 3表付表 1

平成 15

年 6月

28日 就

任・ 現

任

米永 雅和 理事 ○

平成 13

年 6月

10日 就

任・ 現

任

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

就任・退任

年月日

澤田 晃 理事 ○

平成 17

年 12月

1日 就

任・ 現

任

角 麻里子 理事 ○

平成 12

年 1月

20日 就

任・ 現

任

平成 12

年 1月

20日 就

任・ 現

任

中村 祐子 理事 ○



林 春樹

武藤 功

理事

監事

○

ヽ
ノ

′
ヽ

平成 12

年 1月

20日 就

任・ 現

任

平成 23

年 7月 1

日 就

任・ 現

任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。



書式第 9号・ (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(1回順願 )

。 「伝票又:封鰤嘱日」欄
|よ

例えば『入金伝用し、「出金伝票し、「撮替侵票」、:現金出軸欄し、「総勘定元組」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単頭し、町レーズリーフ」、「装T根簿」などのよう|=記載します。

・ 『記帳の時期」欄は、:Ⅷ時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員囀日明財曇●提出書類)に配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 冒険遊び場の会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフト (弥生)使用

ルーズリーフ
都度 7年

現金出納帳

会計ソフト (弥生)使用

ルーズリーフ
都度 7年

預金出納帳

会計ソフト (弥生)使用

ルーズリーフ
都度 7年

入金・出金 入金伝票 0出金伝票 都度 7年

寄付者名簿 ルーズリーフ 都度 7年

給与台帳

給与計算ソフト(EXCEL

給与計算)使用

ルーズリーフ

月 1回 7年



法人名 田琶厘瓢回EE口E頂亜蔓亜□ チェック相

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと
○

口 役員等に対し報酬又は給与の支綸に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イ しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

あること

8096以上で

二 実績判定期間における受入寄附金総額の7096以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 。 無 有 ・ 無 有・ 無

日
Ｈ 申蘭郭寺③ ⑤ ◎ ① ◎

有 ①

項

有 。無 有 。 1職

有・ ① 有 。無 有 。無

有・ ① 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこ才ua元貯する活動

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

項 目 ④ ⑮ ◎ ④ ◎ 申静寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別σメl価ι〉供与の有無

有。① 有。無 有。無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における′価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が力配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別α月1溢の供与の有無

有・⑩ 有。無 有・無 有。無 有。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有。① 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくはイN秘こある者に対する翻附の有無
有。① 有・無 有 。無 有 。無 有 。無 有・無

書式第10号・C去第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) (初葉)

(注意申D
・『認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗程■提出書類)の提出時においても記載及び添付

する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0ヽ汲び二)の配載及び添付の必要はありません。

・認定の有効醐間の更新の申睛に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類)に配載した事項について、

改めて記載する必要はありません.



法人名 特定非営利活動法人 冒険遊び場の会

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定ヨF営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

匿班I□

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合にIよ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細員:l(他社顧|:D等がある場合に:ム その籠側!(枷枯顧llD等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:劃動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写υ

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは椰 者又はこれらの者σ酒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当雄 に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外^の送金又は金銭の持出し(その金輛勲` 2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

僣憲中D
・認定基準等チェック表第5表は、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬嬬程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要があ

ります。

添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人冒険遊び場の会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期

間が経過していること

チェッタ11

事業年度 月  日～ 月 日 設立年月日 平成 年  月 日

∝憲中D
・法第

“

条第 1項に基づく書類 (役員輌目樹閉壼●提出書類Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)は、

記載する必要はありません。

つては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

たック欄2条に規定する事業報告書等及び役員名

簿並びに定款等を同法第
"条

の規定により所轄庁に提出していること

6

特定非営禾l括動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への

提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

③ ⑤ ◎ ③ ◎ 申 請 時

有 ③ 有 毎 有 無 有 狂 有 缶 有 征

○ 認定基準等チェック表 (第■0:よ 法第55条第1項に基づく警類 (役員報酬規程簿提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程略提出害Dに配載した事項について、改めて記載する必要はありません。



書式第15号 (法第44条・51条・58条

欠格事由チェック表

認定、仮認定又は数 の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り
合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定ヨ曜 :利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等
“
国頸1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力国の構成員等

“
臼M2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定L」璽盟薔菫」コLび目1定望2空ヨ」』」li」墜:』ヨ腱22皇:壼畦1二塁LL』亜」星]國隆畳量笠壺二重菫」墜量日菫主[」堕艶E正盟豊LI量

`24J上

」墾型1墜:

塁菫墨i薗1園l田自:盟:塗口壺:墨:」:』立区:IE:Li』 :L:=ら』!E:」:Z:」:L!」:上』壼1堕』[堕21L:11[`壺臼:』]出:回:型:日1墜12菫 1日[立上望型:目:と」:二塑.重」L)。

5国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定ブ1増力:膳動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定井増禾1蛭働法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当1該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定井哨利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられへその執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有。①

特定井営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に販 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有。(D

９

“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 EL\.f しヽ

はい ( し`
＾
Ｊ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

はい

耐
犠

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

壁⊆ 上塑笙塾睡饉塑凹堕塑墜堕i型壁墾堕≧堂壁蛙ヨ塑壺艶盤撻窒週堕迦塑艶聾幽立墾塁二_
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税調明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

”ｈ
） 国税に係る重加算税又は地方税に係る璽勁」庫::金を課された日から3年を経過しない法人 はい ( しヽ

０^ 次のいずれ科こ該当する法人

暴力団 l上11聖ヱ主
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 lれ 6ヽヽぃぇヽ

法人名 特定JF営利活動は人 冒険遊び場の会 チェッタ‖ロ


